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事業者  社会福祉法人 恵和福祉会  

事業所  津別町デイサービスセンター   

第 1 章  総 則 

         様（以下「契約者」という）と社会福祉法人 恵和福祉会 津別

町デイサ－ビスセンタ－（以下「事業者」という）は、契約者が特別養護老人ホー

ムいちいの園における共用施設を使用し、事業者から提供される介護サービス等を

受け、それに対する利用料金を支払う事について、次のとおり契約（以下「本契約」

という）を締結します。 

第 1 条（契約の目的） 

事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な

限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約

者に対し、第 4 条及び第 5 条に定める通所介護サービスを提供します。 

２ 事業者が契約者に対して実施する通所介護サービスの内容、利用日、利用時間は、

通所介護計画に定めるとおりとします。 

 また、費用等の事項につきましては、別紙『料金表』に定めるとおりとします。 

 

第 2 条（契約期間） 

本契約の有効期間は、契約締結の日から 

令和  年  月  日 より 令和  年  月  日の６ヶ月とします。 

但し、契約期間満了の 7 日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがな

い場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

第 3 条（通所介護計画の決定・変更） 

事業者は、契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が作成されている場合

には、それに沿って契約者の通所介護計画を作成するものとします。 

２ 事業者は、契約者にかかる居宅サービス計画が作成されていない場合でも、通所

介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、居宅介護支

援事業者又は地域包括支援センターを紹介する等居宅サービス計画又は介護予防

サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。 

３ 事業者は、通所介護計画について、契約者及びその保証人等に対して説明し、同

意を得た上で決定するものとします。 



４ 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは契約者及

びその保証人等の要請に応じて、通所介護計画について変更の必要があるかどうか

を調査し、その結果、通所介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契

約者及びその保証人等と協議して、通所介護計画を変更するものとします。 

５ 事業者は、通所介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、そ

の内容を確認するものとします。 

 

第 4 条（介護保険給付対象サービス） 

事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、契約者に対して、

日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。 

 

第 5 条（介護保険給付対象外のサービス） 

事業者は、契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える通所介

護サービスを提供するものとします。 

２ 前 1 項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。 

 

第 6 条（利用日の中止・変更・追加） 

契約者は、利用期日前において、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もし

くは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサ

ービス実施日の前日まで事業者に申しでるものとします。 

２ 事業者は、第 1 項に基づく契約者からサービス利用の変更・追加の申し出に対し

て、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスが提供できない場合、他の利用

可能日を契約者に提示して協議するものとします。 

 

第 2 章  サービスの利用料と料金の支払い 

 

第 7 条（サービス利用料の支払い） 

契約者は、要介護度に応じて第 4 条に定めるサ－ビスを受け、重要事項説明書に

定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとしま

す。但し、契約者がいまだ要介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が

作成されていない場合には、サービス利用料金を全額支払うものとします。（要介

護認定後又は居宅サービス計画後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻さ

れます。） 

２ 事業者は、契約者及び保証人が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求

書及び明細書を、毎月１０日前後に送付し、利用者及び保証人は、連帯して、事業

者に対し、当該合計額をその月の２５日までに支払うものとします。 



３ 事業者は、契約者又は保証人から 1 項に定める利用料金の支払いを受けたときは、

契約者及び保証人が指定する送付先に対して、領収書を送付します。 

 

 

第3章 事業者の義務 

 

第 8 条（事業者及びサービス事業者の義務） 

事業者及びサービス事業所は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、

財産の安全・確保に配慮するものとします。 

２ 事業者は、契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員

もしくは主治医と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するもの

とします。 

３ 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合そのほか

必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとしま

す。 

 

第 9 条（秘密保持等） 

事業者及びサービス従事者又は従業員は、通所介護サービスを提供するうえで知

り得た契約者又はその保証人等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しま

せん。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。 

 

第 10 条（記 録） 

事業者は、原則として利用者の通所介護サービスの提供に関する記録を作成し、

その記録を利用終了後 2 年間は保管します。 

２ 事業者は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれ

に応じます。但し、保証人とその他の者（利用者の代理人を含みます。）に対して

は、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

 

 

第４章  損害賠償 

 

第 11 条（損害賠償責任） 

事業者は、通所介護の提供に伴って事業所の責に帰すべき事由によって、契約

者が損害を被った場合、事業者は、契約者に対して、損害を賠償するものとしま

す。 

２ 契約者の契約者の責に帰すべき事由によって、事業所が損害を被った場合、契



約者及びその保証人等、連携して事業者に対して、その損害を賠償するものとし

ます。 

 

 

第 5 章 契約の終了 

 

第 12 条（契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに

従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。 

１）契約者が死亡した場合 

２）契約者が要介護認定において自立と認定された場合 

３）事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由によ

り事業所を閉鎖した場合 

４）事業者の滅失や重大な器物破損により、サービスの提供が不可能になった場   

  合 

５）事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 

６）第 12 条から第 13 条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

2  事業者は前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心

身の状況、置かれている環境を勘案し必要な援助を行うよう努めるものとします。 

 

第 13 条（契約者からの解除） 

契約者及び保証人は、事業者に対し、利用中止の意思表明をすることにより 

契約者の居宅サービス計画にかかわらず、本契約書に基づく通所介護の利用を解

除・終了することができます。なお、この場合契約者及び保証人は、7 日前まで

に事業者及び契約者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。ただし、

契約者が正当な理由なく通所介護実施時間中に利用中止を申し出た場合につい

ては、原則、基本料金及びご利用いただいた費用を事業者にお支払いいただきま

す。 

 

第 14 条（事業者からの解除） 

事業者は、契約者及び保証人に対し、次に掲げる場合には、本契約書に基づく

通所介護の利用を解除・終了することができます。 

１）契約者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意  

にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合 

２）契約者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合 



３）契約者及び扶養者が、契約書に定める利用料金を 3 ヶ月以上滞納し、その支

払いを督促したにもかかわらず 7 日以内に支払われない場合 

４）契約者の病状、心身状態等が著しく悪化し、事業所での適切な通所介護の提

供を超えると判断された場合 

５）契約者又は保証人が、事業者、事業所の職員又は他の契約者に対して、利用

継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

６）天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、事業所を利

用させることができない場合 

７）契約者が、正当な理由なくサービスの中止を繰り返した場合、また契約者の

入院もしくは病気等により 3 ヶ月以上にわたってサービスを受けられない状

態であることが明らかになった場合 

 

 

第 6 章 その他 

 

第 15 条（事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能） 

事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべか

らざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に

実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはで

きないものとします。 

 

第 16 条（身体拘束等） 

事業者は、原則として契約者に対して身体拘束を行いません。ただし自傷他害の

恐れがある等緊急やむを得ない場合は、事業所管理者が判断し、身体拘束その他利

用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、事業所管理者が

その様態及び時間、その際の契約者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記

載することとします。 

 

第 17 条（苦情処理） 

 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を

受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。 

 

第 18 条（事故発生時の対応） 

  事業所を利用中に事故が発生した場合は、ご家族に連絡するなど必要な措置を講

じるとともに、状況により介護保険者である市町村に連絡いたします。 

 



第 19 条（個人情報の保護） 

事業者では、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理するこ

とを社会的責務と考え、個人情報保護法ならびに事業者が定めた個人情報保護方針に

基づき、適正な取り扱いを推進し､漏えい等の問題に対処する体制を整備します。 

２  事業者では、利用者の個人情報を内部規定に従って収集するとともに、別紙「利用者

様の個人情報の保護について」および「通常の業務で想定される個人情報の利用目的」

を示し、あらかじめ個人情報の取扱について、説明し同意を得るものとします。 

３ 「通常の業務で想定される個人情報の利用目的」以外の事柄が生じた場合には、 

改めて利用者から同意を得るものとします。 

 

第 20 条（協議事項） 

本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保

険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとし

ます。 

 

第 21 条（業務継続計画の策定） 

感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に

実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策

定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ、職員に対し、業務継続計画につ

いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

第 22 条（虐待の防止） 

虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとします。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する虐待防止検討委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を設置し、定期的に開催するとともに、

その結果について、職員に周知徹底を図る。 

（２）虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に（年１回以上）実施する。 

（４）虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関

係者に報告を行い、事実確認のために協力する。また、当該事案の発生の原因と

再発防止策について、速やかに虐待防止検討委員会にて協議し、その内容につい

て、職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い、再発防止に努める。 

（５）上記の措置を適切に実施するための責任者を置く。 

 



通所介護重要事項説明書 

 

1. 事業所の概要 

事業所の名称 津別町デイサービスセンター 

所在地・連絡先 

津別町字共和２５番地１ 

TEL ０１５２‐７６‐１３００ 

FAX ０１５２‐７７‐３４０１ 

 通 所 介 護 の目的 

ご利用者様が可能な限り自立した生活を営むことができる

よう、通所介護による日常生活の世話と訓練など必要な支援を

行います。さらに、介護するご家族の身体的・精神的負担を軽

減できるよう支援いたします。 

通 所 介 護の運営方針 
お一人お一人が自分らしく充実した楽しい時間を過ごして

いただけるよう支援いたします。 

管理者 川 口  祥 吾 

開設年月日 平成２６年４月１日 

 

2. 職員体制 

従業者の職種 人数（人） 
  

 

管理者 １以上   

生活相談員 １以上 

  

   

介護職員 4 以上 

看護職員 1 以上 

機能訓練指導員 1 以上 

 

3. 主な事業の実施地域 

 津別町・美幌町 

 

4. 営業日 

  月曜日から金曜日。（但し、１２月３０日から１月３日を除く） 

 

5. 営業時間 

  午前８時１５分から午後４時４５分まで。 



6. サービスの提供時間 

  午前９時３０分から午後４時４５分までとする。 

 

7. 指定通所介護の内容 

1） 身体の介護に関すること 

2） 入浴に関すること 

3） 食事に関すること 

4）  生活機能の向上に関すること 

5）  個別機能訓練サービスに関すること 

6）  運動器機能向上訓練サービスに関すること 

7）  送迎に関すること 

8）  相談・助言に関すること 

 

8. サービス利用料について 

  ※ サービス利用料については別紙をご参照下さい。 

※ 利用料金は毎月１０日までに前月分の請求書を発行しますので、その月の２５日ま

でにお支払いください。 

   お支払方法は、原則、口座振替にてお支払いください。詳しくは、相談員等にお尋

ねください。 

 

9. サービス内容に関する苦情等相談窓口 

当事業所お客様相談窓口 

窓口責任者   管理者 川口 祥吾 

ご利用時間    ８：１５ ～１６：４５ 

ご利用方法    TEL ０１５２‐７６‐１３００ 

           FAX ０１５２‐７７‐３４０１ 

              面接（当事業所相談室） 

              

1）苦情処理を行うための処理体制・手順 

・苦情があったときには、担当者が直ちに相手と連絡を取り、直接訪問する等して、詳

しい事情を確認すると共に職員からも状況を確認いたします。 

・担当者が必要と判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行います。 

（検討会議を行わない場合も、必ず管理者まで処理結果を報告する） 

・検討後、翌日までには具体的な対応を行います（謝罪等）。 

・検討会議の有無に関わらず、記録をし、再発防止に役立てます。 

 



2）その他参考事項 

・行政機関その他受付機関 

① 津別町役場保健福祉課介護福祉グループ介護保険担当 

所 在 地  津別町字幸町４１番地 

電話番号  ０１５２‐７６‐２１５１ 

② 北海道国民健康保険団体連合会 

所在地 札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館内 

     電話番号  ０１１‐２３１‐５１６１ 

 

10．第三者評価の有無  有り ・ 無し 

 

11. 非常災害時の対策 

  ・防災設備 自動火災報知機 誘導灯 消火器 非常通報装置等 

 

12. 緊急時の対応 

  事業所は、契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員もしく

は主治医と連携し、契約者から聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。 

  事業所はサービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場

合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。 

 

13. 事故発生時の対応 

利用者に対する指定通所介護の提供により、事故が発生した場合には、市町村、利用者

の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとしま

す。 

また、当該事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。 

利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠

償をすみやかに行うものとします。 

 

14. 虐待防止について 

全ての職員は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に 

則り、入居者様の人権の擁護・虐待の防止等のため委員会の設置及び研修会の実施又は

参加等の対策を講じるものとする。 

 

15. 感染防止について 

施設はインフルエンザや新型コロナウイルスほか、感染症のまん延を図る為、委員会 

の設置や研修会の実施及び参加を行うものとする。 

 



16. 業務継続計画の策定 

  感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施す

るため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じ、職員に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

17. ハラスメントについて 

  適切な社会福祉事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



通所介護 サービス利用同意書 

通所介護サービスを利用するにあたり、「通所介護契約書」及び「通所介護重要事項説明

書」を受領し、これらの内容に関して説明を受け、これらを十分理解した上で同意します。 

 

 私は、本書面に基づいて、社会福祉法人恵和福祉会 津別町デイサービスセンター職員か

ら、利用契約と重要事項の説明を受け、その内容について同意します。 

 

令和  年   月   日 

 

利 用 者  氏名
フリガナ

                         印 

        住所                            

        電話                            

 

保 証 人  氏名
フリガナ

                 印（続柄     ） 

        住所                            

        電話                            

      

請求書、領収書の送付先 

        氏名
フリガナ

                （続柄      ）  

        住所                            

        電話                            

 緊急時及び事故発生時の連絡先 

        氏名
フリガナ

                （続柄      ）  

        住所                            

        電話                            

 

事 業 所  住所 網走郡津別町字共和２５番地１ 

        名前 社会福祉法人 恵和福祉会  

津別町デイサービスセンター  

管理者 川 口  祥 吾     印  

        電話  （０１５２）－７６－１３００ 

 


